
48

 『『信信用用保保証証協協会会のの保保証証付付借借入入金金のの借借入入れれをを一一本本化化ししたたいい』』 
 

信用保証協会による借換保証 
                                

   

  せさ                               

                    
対象となる方 

・ 保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方 
・ セーフティネット保証による借換えを利用する場合は、セーフティネット保証の認定を受け(*)、適切な

事業計画を有している方 
(*)セーフティネット保証の認定については、「セーフティネット保証制度」のページをご覧下さい。 

 
支援内容 
 保証付借入金の借換え、複数の保証付借入金の一本化等が可能です。 

1.緊急保証の借換え 

セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借換え、それ以外の方は、

一般保証での借換えとなります。借換えにあたっては、追加的に新たな融資（増額融資）を受

けることもできます。 

 
■保証条件 

・ セーフティネット保証で借換える場合は、事業計画書の作成等が必要となります。また、

保証期間は原則として 10 年（据置期間 1 年以内を含む）以内となります。 

・一般保証で借換える場合は、通常の保証における保証条件と同じです。 

    

2.一般保証、セーフティネット保証及び中小企業金融安定化特別保証の借換え 
 セーフティネット保証の要件に該当する方は、セーフティネット保証で借り換え、それ以外の方は、

一般保証での借換えとなります。借換えにあたっては、追加的に新たな融資（増額融資）を受け

ることもできます。 
 

■保証条件 

・ セーフティネット保証で借換える場合は、事業計画書の作成等が必要となります。また、

保証期間は原則として 10 年（据置期間 1 年以内を含む）以内となります。 

・一般保証で借換える場合は、通常の保証における保証条件と同じです。 
 

※ 信用保証協会の保証付きの貸付で金融機関が旧債務を借り手企業の意に反して返済させること（旧債振替）は

禁止されています。 
 
 
 

 
 
 
 
 

信用保証協会の保証付借入金の借換保証制度を実施することにより、中小企業の皆様の

月々の返済額を軽減し、中小企業の資金繰りの円滑化を図ります。 
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3.条件変更改善型借換保証 
 経営者に事業改善の意欲があるにもかかわらず、返済条件の緩和の実施により前向きな金

融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者を対象に、既往の保証付き融資を新た

な保証付き融資に借り換え、更に真水（ニューマネー）を追加することを可能とします。 
 

■保証条件 
・ 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画を策定すること

が必要となります。 
・ 保証期間は１５年以内（据置期間１年以内を含む）となり、責任共有制度（８割保証）の

対象となります。 
 

 
 
（参考）借換のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（参考）条件変更改善型借換保証制度イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
〔会社の再建のための資金を借りたい。〕  

 

お問い合わせ先 
・（一社）全国信用保証協会連合会 電話：03-6823-1200 

・各都道府県等の信用保証協会 URL：http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html 
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